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国境を越えて移動する人びとの
社会的保護
―序　論―

はじめに

　本書は，南部アフリカ地域 1）の国際移民（以下，移民）に焦点をあて，彼（女）

らの社会的保護をめぐる制度と実態を考察しようとするものである。社会的保護
とは，「人びとの福祉と生計にかかわるニーズと権利」を守ること（Sabates-

Wheeler and Feldman 2011, 14），あるいは，「雇用，ヘルスケア，教育のよう
な分野で資本主義経済から生ずる社会的リスクに対処するための戦略」（Faist et 

al. 2015, 194）などと定義される，人びとの社会的な権利と厚生に関わる包括的
な概念であり（Van Eck and Snyman 2015, 297），社会保障と社会福祉の政策に
加え，雇用，ヘルスケア，教育，住宅，貧困削減のための政策や制度を含んでい
る。また，ここで想定される保護の内容には，国家によって提供される公的な社
会的保護政策を通じたもののみならず，個人が資源やネットワークを動員して実
現する非公式な保護も含まれる（Avato, Koettl and Sabates-Wheeler 2010; 

Bilecen and Barglowski 2015; Levitt et al. 2017）。

1）南部アフリカ地域について厳密な定義は存在しない。本書では，歴史的な経緯や先行研究の慣例な
どをふまえて，現在の南部アフリカ開発共同体（Southern African Development Community: 
SADC）を1980年に結成した当初の加盟国（アンゴラ，ボツワナ，レソト，マラウイ，モザンビーク，
エスワティニ（当時はスワジランド），タンザニア，ザンビア，ジンバブウェ）にナミビアと南アフ
リカを加えた11カ国を指すものとする。なお、SADCの結成当初の名称は，南部アフリカ開発調整会
議（Southern African Development Coordination Conference: SADCC）である。
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　従来，社会的保護の主たる提供者は国家であり，その社会政策，とりわけ社会
保障（社会保険）政策と社会福祉（公的扶助）政策が研究者らによる分析の対象
となってきた。前者は成員からの拠出金を財源とする相互扶助の仕組み，後者は
おもに税金を財源とする経済的な困窮者救済のための仕組みである。国家による
社会的保護政策の対象はもともと国民国家の成員である国民や市民権の保有者に
限られていたが，移民の増加とともに，国境を越えて移動する人びとの社会的保
護をめぐる問題にも関心が向けられるようになった。ただし，少数の例外（宇佐

見 2019; Van Eck and Snyman 2015）を除き，その多くはアメリカ（堀 1994; 

Levitt et al. 2017）やヨーロッパ（久塚1992; Bommes and Geddes 2000; Faist 

et al. 2015; Bilecen 2020），日本（堤 2008; 高谷 2015）など，いわゆるグローバ
ルノースの高所得国に移動した移民を対象としている。
　そもそも移民研究は，経済協力開発機構（OECD）加盟国を中心とする高所得
国への移民を中心に発展してきたといえるが，20世紀末以降，グローバルサウ
スにおける国境を越えた人の移動も活発に行われている（De Haas, Castles and 

Miller 2020）。国際移住機関（IOM）と世界銀行による移民の数に関する推計値
には大きな開きがあるものの，いずれの機関も，今日，アフリカやアジアなどの
低・中所得国に暮らす移民が移民全体のなかで大きな割合を占めるという点では
一致している。国際移民統計に含まれる難民も，大多数が低・中所得国で庇護を
受けている 2）。国境を越えて移動する人びとの目的地は，かつてよりもはるかに
多様化しており，「南」から「南」への移動や，グローバルサウスの移動先国に
おける移民の社会的保護についても考察していく必要がある。本書の目的は，サ

2）IOMが隔年で刊行している『世界移住報告』の最新版（2024年）は，2020年時点での移民（3カ月
～ 1年の短期，1年以上の長期に国籍国外に居住する人）を2億8100万人，世界人口の3.6％と推計し
ている（McAuliffe and Oucho 2024, 6）。他方，世界銀行の『世界開発報告2023年――移民，難民，
社会』は，国籍国外に居住する移民を1億8400万人，世界人口の2.3％と推計する。世銀は，移民の
40％がヨーロッパや北米，東アジアなどの高所得国に住む一方，43％はアフリカやアジアなどの低・
中所得国，17％が湾岸諸国に住むと推計している。難民は全体の7割以上が低・中所得国で庇護を受
けており，低・中所得国に住む移民の3人に1人以上が難民である（World Bank 2023, 1-2）。
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ハラ以南アフリカで最も多くの移民を受け入れている南アフリカに 3），近隣に位
置するモザンビークとマラウイから国境を越えて移動した人びとの社会的保護に
かかわる制度，実態，課題を明らかにすることである。モザンビークとマラウイ
は，1人当たりの国民総所得（GNI）が南アフリカの10分の1から15分の1に
過ぎず，19世紀末から1世紀以上にわたり，南アフリカへ多くの移民労働者を
送り出してきた国である 4）。両国から南アフリカへの移民労働は，グローバルサ
ウス内部における移民の社会的保護を考える際の好事例である。

とはいえ，グローバルサウスにおける移民の社会的保護に関する研究はまだ少
ない。そのため，本章ではヨーロッパや北米の移民研究を手掛かりに，国境を越
えて移動する人びとの社会的保護に関する分析視角と研究課題を整理し，そのグ
ローバルサウスへの適用について検討する。以下，第1節では，移民の社会的保
護とは何か，先行研究をもとにその概念的な定義を検討し，国民国家単位の社会
政策との違いを考察する。第2節では，社会的保護政策の主たる提供者である国
家が，国民国家の枠組みの外に位置づけられる移民に対して社会的保護を提供す
る根拠がどこにあるのか，また，この議論を途上国へ適用する際の留意点は何か
について考察する。第3節では，移動先の国家が提供する公的な社会的保護の制
度以外で，移民の社会的保護を実現する行為主体や戦略にはどのようなものがあ
るのかを検討する。以上をふまえて第4節で南部アフリカの事例を分析するため
の視点を提示し，最後に第5節で本書の構成を述べる。

3）2020年時点でのサハラ以南アフリカの移民受け入れ国は，数が多い順に南アフリカ（286万人），コ
ートジボワール（256万人），ウガンダ（172万人）となっている。なお，南アフリカへの移民のおも
な出身国はジンバブウェ，モザンビーク，レソト，マラウイといった南部アフリカ諸国であり，コー
トジボワールは移民の半数がブルキナファソの出身，ウガンダは南スーダン難民が多数を占めている

（UNDESA 2020）。
4）2022年の南アフリカの1人当たりGNIは6780ドル，対してマラウイは640ドル，モザンビークは

440ドルである（https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD　2024年5月16日ア
クセス）。また，2020年のストック値で最も多くのモザンビーク人がいる外国は南アフリカ（35万人），
ジンバブウェ（12万3000人），ポルトガル（8万人），マラウイ人についてはジンバブウェ（10万
8000人），南アフリカ（9万4000人），モザンビーク（6万3000人）となっている（UNDESA
2020）。

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
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移民の社会的保護に関する研究1

　当初，移民の社会的保護に関する研究は，移民国家としての成り立ちをもつア
メリカ，そして第二次世界大戦後に受け入れた外国人労働者が定住したフランス
やドイツなどのヨーロッパ諸国を対象に，社会保障や社会福祉の研究者により，
各国の社会保障制度が外国人に対してどれだけ開かれているかという問題設定の
もとに行われてきた（久塚 1992; 堀 1994; 堤 2008; Bommes and Geddes 2000）。
それに対して，移民研究の立場から，移民の社会的保護を実現するためにはどの
ような制度が必要か，との問題意識に基づく研究が2010年代に登場した。こう
いった研究の最初の成果のひとつが，アバトとサバテス=ウィーラーらによるも
のである。彼女たちの研究グループは「国際移民のための社会的保護」と題する
共著論文（Avato, Koettl and Sabates-Wheeler 2010）を学術雑誌に発表し，学
術書『移住と社会的保護――国境を越えた社会権の主張』（Sabates-Wheeler and 

Feldman 2011）を刊行した。
　アバトとサバテス=ウィーラーらは，移民の社会的保護の構成要素として4項
目を挙げた。第一が，移動先国と出身国の双方における公的な社会的保護の制度
へのアクセスの有無である。ここには，出身国における社会保障の権利や給付を
移民が移動先国でも享受できるか否かという，権利のエクスポータビリティ
（exportability）の問題が含まれる。第二は，移動先国と出身国の間で社会保障
に関する権利のポータビリティ（transportability）が存在するか否かである。第
三は，移動先国において移民がどのような条件下で労働市場に参入が可能かとい
う点である。とくに二国間協定や多国間協定を通じた雇用斡旋過程を分析する必
要があるという。最後に第四は，移民と家族を支援する非公式なネットワークへ
の ア ク セ ス の 有 無 で あ る（Avato, Koettl and Sabates-Wheeler 2010, 456; 

Sabates-Wheeler and Feldman 2011, 21-22; Sabates-Wheeler, Koettl and 

Avato 2011, 93-94）。
　彼女たちの研究は，ヨーロッパ内などの高所得国間の移動，グローバルサウス
からグローバルノースへの移動，グローバルサウス内部の移動の3つの移動パタ
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ーンを扱っており，対象事例が包括的であることに特徴がある。移民の出身国と
移動先国，両方の政府による公的な制度の分析に焦点を当てた彼女たちは，社会
保障や社会福祉の制度のみならず，移動先国政府の移民政策を分析することが重
要であると主張した。その理由は，移民の社会的保護が，移動先国において移民
がおかれている地位，とくに労働市場における地位に究極的には依存していると
考えたためである。つまり，移民が移動先国に合法的に滞在し，合法的に就労す
る権利を得ているか否かが，移民による公的な社会的保護の制度へのアクセスを
規定することになる。それゆえ，彼女たちは普遍的人権の理念に沿った移民政策
を提唱しつつ，移民の社会的保護のためのより現実的な政策上の選択肢として，
二国間協定や多国間協定，地域機構内部の取り決め，外国人労働者向けの就労ビ
ザの導入を提言する（Avato, Koettl and Sabates-Wheeler 2010, 464-465）。
　さらに，アバトとサバテス=ウィーラーらは，グローバルサウス出身の移民に
とっては，国境を越えて行う移民労働そのものが「社会的保護の道具のひとつ」
であると述べて，社会的保護としての移民労働という考え方を提起した（Avato, 

Koettl and Sabates-Wheeler 2010, 464）。移動先国で移民として就労すること，
そして移民が送金を通じて出身国に残る家族の生活を支えることで，出身世帯の
社会的保護が実現されるというのである。彼女たちはこの点について深く掘り下
げることはなかったが，後の移民研究者は移民を考察の出発点とし，移民自身が
社会的保護を実現するためにどういった制度や資源を動員しているかという問題
意識のもと，研究を展開してきている。そこでは，出身国と移動先国の両方に帰
属意識や生活空間が広がる，トランスナショナルな存在として移民を捉えようと
する視点が強調されることになる（Vertovec 2009）。
　ヨーロッパ在住の移民を対象にそのような研究を行ってきたのが，ファイスト
らの研究グループである（Faist et al. 2015）。彼らは，移民の社会的保護の研究
を「トランスナショナルな社会的保護（transnational social protection: TSP）」
の研究として設定した上で，それが社会保障と社会福祉に関する政策や制度のみ
ならず，移民個人が出身国と移動先国の両方で築くネットワークを駆使して行使
する戦略からも成り立っているとし，TSPの研究とは「公式なTSPと非公式な
TSPの集合／組み合わせ（アッセンブラージ）」（Bilecen and Barglowski 2015）の
内容を明らかにすることであるとした。
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　ファイストらのグループは，ヨーロッパにおける3つの移動先国と出身国の組
み合わせからなる3つの事例に関して，移動先国と出身国の双方で移民と出身世
帯のマッチング調査を実施した。これらの事例は，移動先国における移民の法的
地位（市民権保持者，定住者，非正規移民，難民，庇護申請者など）によって利用可
能な公的な社会的保護の制度が異なることを示した。さらに，移民が行使する非
公式なTSPの戦略は公式なTSPを補完する役割を果たしていた（Faist et al. 

2015, 196-197）。彼らはまた，社会的保護の提供が移民から出身世帯への送金を
通じて一方行的に行われるのみならず，出身世帯の側も移民に対して子どもの養
育などを通じて社会的保護を提供するとし，社会的保護としての移民労働という
考え方に新たな視点を付与した（Bilecen and Sienkiewicz 2015; Bilecen 2020; 

Dankyi, Mazzucato and Manuh 2017）。これは，女性移民の増加に伴う現象と
して限定的に議論されることの多かったグローバル・ケア・チェーンを
（Hochschild 2000），TSPという概念を用いることで，移民と出身世帯の間に存
在するトランスナショナルな相互依存の関係性の一部として，違う形で捉えよう
としたものといえるだろう。
　また，北米を中心に移民の社会的保護について研究してきたレビットらの研究
グループもTSPという概念を使い，TSPを考える際には，国家，市場，NGO ／
市民社会，親族／個人という4つの要素からなる資源環境（resource environ-

ment）をみる必要があると主張した（Levitt et al. 2017）。TSPの研究者は，移
民がどの資源へのアクセスをもち，どういった組み合わせの資源を活用して，ど
のような保護を得ているかを明らかにすることになる。アメリカに住むメキシコ
出身の非正規移民を事例とするレビットらの研究では，国家の制度へのアクセス
は限られており，移民は市場，NGO ／教会，個人のネットワークから複数の資
源をかき集めて保護を実現しようとする。だが，それぞれの資源は脆弱で，提供
される保護の内容も薄いものであるという特徴がある。より最近の論文では，
TSPと福祉国家による社会的保護の違いを考察し，前者の特徴は関与する主体と
機会が複数であること，そして個人と家族が果たす役割が重要であることだと述
べている（Gray and Levitt 2022）。
　以上のように，ヨーロッパと北米における3つの移民研究グループの研究成果
から，移民の社会的保護に関する研究が取り組むべき対象と課題は次のようにま
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とめることができる。移民の社会的保護に関する研究は，移動先国の社会保障制
度が外国人に対してどれだけ開かれているかを出発点にしていたが，2010年代
以降，移民研究者は，移民の社会的保護を実現するための制度構築という観点か
らこの問題にアプローチするようになった。さらに，移動先の国家が提供し得る
公的な社会的保護の制度の限界，そして出身国と移動先国の双方に生活空間が広
がるトランスナショナルな存在としての移民が意識されるようになり，TSPとい
う研究領域が生まれた。
　TSPの最大の特徴は，社会的保護の提供源が移動先の国家による公的な制度に
限られず，多元的であることにある。TSPの中身には，移動先国と出身国の双方
に存在する公式・非公式両方の制度と資源に加えて，トランスナショナルな生活
環境において移民が取り得る戦略が含まれる。また，移民の社会的保護の研究，
その一領域であるTSPの研究の両方において，移動先国における移民の法的地位
の違いにより，どういった資源の利用が可能であるかが異なっており，それがゆ
えに移民がとり得るTSPの戦略も異なるという点が重視されている。つまり，社
会保障や社会福祉の制度や政策のみならず，移動先国と出身国双方における移民
政策をみる必要もある。

移民の社会的保護をめぐる根拠と途上国への適用2

　社会的保護の制度が国民国家単位での社会政策として発展してきたならば，で
は国民国家という領域的枠組みを外れ，その外部に移動した人びとや，領域内に
いるもののその国の市民権や国籍をもたない人びとに対して，国家が社会的保護
を提供する根拠はどこにあるのか。このように述べてPaul（2017, 34）は，上記
の3グループによる成果を含め，移民の社会的保護やTSPの研究においては社会
権の再編の問題が十分に理論化されていないと批判した。彼女は，国家が領土内
に住む非市民や領土外に住む市民に対して社会権を与える根拠として，（1）国際
人権レジーム，（2）超国家的な労働市場と地域経済統合の2つの可能性を検討し，
後者が重要であると結論づけた。移民への公的な社会的保護の提供者として国家
は無視できない重要性をもつため，彼女の議論も参照しつつ，これら2つの根拠
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に関する議論を簡単に振り返ってみたい。

2-1．国際人権レジーム
　移民の権利に関する研究においては，国際人権レジームに基づくトランスナシ
ョナル市民権の存在が主張されることがしばしばある。ここでいう国際的な人権
レジームとは，国際労働機関（ILO）の「移民労働者に関する条約」（1949年改正）5），
国連の「すべての移住労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約」（1990

年採択，2003年発効）6）などの，移民労働者の権利を保護するための国際条約を指
す（Van Eck and Snyman 2015, 299-303; 堤 2008, 122-124）。国際人権レジー
ムに基づくトランスナショナル市民権の提唱者は，国際条約や国際組織が国家の
社会政策に対して影響を及ぼすことで，領域内に住む移民の権利が保護され，拡
大されると主張する。たとえばSoysal（1994, 2-7, 145-156）は，第二次世界大
戦後に受け入れた外国人労働者がヨーロッパ諸国において定住し，そこで公式な
市民権をもたずとも教育や福祉，労働市場での実質的な権利を享受できるように
なったことについて，普遍的人権が国際条約において成文化され，重要な役割を
果たすようになったからであると述べている。
　しかし，国際人権レジームに基づくトランスナショナル市民権の主張に対して
は，懐疑的な意見や批判も多く存在する。たとえば樽本（2007）は，国際人権
レジームの国内政策への影響を理論化することは困難であるとし，ナショナルを
認識した上でのトランスナショナルを考えることが重要であると主張する。本節
冒頭で触れたPaul（2017, 40）も，移民労働者の権利を保護するための国際条約
はたくさん存在するものの，国家は移民の社会的保護に関する拘束力をもつ国際
条約に加盟することには消極的であるとし，国際人権レジームの国内政策への影
響力には懐疑的である。

5）https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239082/lang--ja/index.
htm（2024年2月3日アクセス）

6）https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-
13&src=TREATY（2024年2月3日アクセス。条約名の日本語訳は国際連合広報センターのウェブサ
イトによる）

 https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/discrimination/migrants/（2024年2月3日 ア ク
セス。なお，本書では，条約などの定訳を除き，migrant workerを移民労働者と表記する）

https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239082/lang--ja/index.htm
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　Soysal（1994）が分析したヨーロッパ諸国の事例についても反証が存在する。
たとえばGuiraudon（2000）は，1970年代以降に外国人労働者への福祉の権利
の拡大が実現したのは，それが議会での議論を通じた法制化によってではなく，
官僚機構による行政命令や裁判所での司法判断により可能だったためであると論
じた。Hollifield（2007, 72-73, 78）も，ドイツやフランスでは，市民社会組織に
よる裁判闘争を通じてそれぞれトルコ移民と北アフリカ移民に家族統合が認めら
れるようになり，その後，司法判決を通じて居住権が外国人労働者とその家族に
拡大されたことが，これらの人びとの社会的保護の権利の獲得につながったと主
張した。さらに，Hollifield and Wong（2015, 243）は，権利とは第一義的にリ
ベラル国家の法律と制度に由来するものであり，国家がリベラルであることによ
って，移民が居住者としての資格を得ることができ，それによって移民は権利を
獲得するとした。つまり，移民の社会的保護を考える上では，国家の性格や意志
を無視することはできないし，国家が提供する社会的保護の制度に移民がアクセ
スできるか否かは，移民が居住権を獲得できるか否かにかかっているといえる。
　確かに経済的機会を求めて他国へと移動する経済移民については，人権の普遍
性に基づく権利を主張したり，その権利が認められたりする根拠や可能性は薄い
かもしれない。だが，移民のなかでも難民に関しては，「難民の地位に関する条約」
（1951年）と「難民の地位に関する議定書」（1967年）7）を中心に，その権利を保
護するための国際人権レジームが移民よりもはるかに強固に存在する。移民に占
める難民の割合が多いアフリカでは，「アフリカ統一機構の難民条約（OAU 

Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa）」
（1969年）によって，紛争から逃れて国外に避難する人びとをも難民として保
護することが合意され，同条約には2019年時点で46カ国が加盟している（AU 

2019）。国際条約の加盟国には条約の一部の適用を留保する権限が認められてお
り，1951年難民条約や1967年難民議定書には留保付きで加盟している国々も
多いが（DHA 2023, 12），今日，これらの条約が国際的な難民保護の基盤となっ
ていることは否定し得ないだろう。

7）https://www.unhcr.org/jp/treaty（2024年2月3日アクセス）
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2-2．超国家的な労働市場と地域経済統合
　国際人権レジームの実質的な影響力に対して懐疑的なPaul（2017, 35）は，
TSPの根拠を超国家的な労働市場と地域経済統合に求めた。彼女は，「グローバ
ルな規範は政策に影響を与えるものの，新たな形態のメンバーシップを生成し，
人びとが権利をもつための権利を得る場となるのは地域，とくに地域市場である」
と述べて，「1つの地域内における個人の地位が権利授与の根拠となる」と主張
した。彼女によれば，TSPは地域統合プロジェクト内部における労働者という地
位と市場の役割によって決まるものであり，市民権をもたない移民は，普遍的人
権ではなく，超国家的な経済コミュニティの一員であることを通じて権利を得る
ことになる。さらに，権利をもつことができるのは合法的な移民労働者に限定さ
れ，非正規移民はここから除外される。
　この議論を展開する際に念頭におかれているのは，1957年から多国間の社会
保障協定を締結してきたヨーロッパ共同体／連合（EU）の事例であり，ここで
の移民とは域内における自由移動の権利をもつ加盟国の国民を指している
（Ferrera 2005, 101-102; Geddes 2000; 高橋2016）。しかし，ヨーロッパ以外の
地域においても，たとえばラテンアメリカやカリブ海諸国においては1990年代
以降，社会保障に関するカリブ共同体（CARICOM）協定（1996年合意）や南米
南部共同市場（メルコスール）協定（2004年発効）が締結されており，領域内に
住む加盟国出身の非市民に対する社会権の拡大が実現されてきている（Paul 

2017, 41-42）。宇佐見（2019）は，アルゼンチンにおけるウルグアイ出身の女性
移民労働者が公的年金の権利をもつに至った過程を考察しており，そこでは加盟
国出身の移民労働者に自国民と同等の市民権や社会権を保障するためのメルコス
ールの合意が効いていた 8）。
　アフリカ大陸にも複数の地域的な国家間の枠組みが存在し，その多くが域内貿
易を中心とする加盟国間での経済的交流の促進を謳っている。南アフリカは，近
隣のレソト，ボツワナ，エスワティニ，ナミビアの4カ国と南部アフリカ関税同

8）ただし，宇佐見（2019）は，アルゼンチンが移民労働者への社会保障の権利を拡大する上では，メ
ルコスールのような地域的な取り決めだけではなく，「国際的な移民労働者に関する人権レジーム」
も同様に重要であったとしている。
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盟（Southern African Customs Union: SACU）を結成しているのみならず，南
部アフリカ開発共同体（Southern African Development Community: SADC）と
東南部アフリカ共通市場（Common Market for Eastern and Southern Africa: 

COMESA）の一員でもある。さらに2015年には，SADC，COMESA，東アフ
リカ共同体（East African Community: EAC）の3つを統合した広域の自由貿易
地域を形成するための協定が採択された（箭内 2017, 93）。しかし，アフリカの
地域機構の多くは枠組みとしては存在していても，SACUを除いて，実質的な経
済統合の度合いは低い。SADCは「人の移動の促進に関する議定書（Protocol 

on the Facilitation of Movement of Persons，2005年）」と，移民労働者の社会
保障に関するエクスポータビリティとポータビリティを促進するための「SADC
社会保障規約（SADC Code on Social Security，2007年）」を締結しているが，
いずれも法的な強制力がないため，効力は限定的なものにとどまっている（網中 

2013, 203-205; Mpedi and Nyenti 2013; IOM 2022a, 14）。
　ヨーロッパにおいても，経済的な権利（労働者として働く権利や商売をする権利）

と社会的な権利（ヘルスケアへのアクセスや年金）では，地域機構における統合の
進む速度が異なっていたことが指摘されている。岡（2008, 2）によれば，そも
そも「EUは加盟国の社会保障制度の統合・統一を必ずしも目指」してはいない。
EUの事例は，超国家的な労働市場の存在が自動的に地域の成員に対する社会権
の拡大と結びつくわけではないことや，社会権の内容により権利の拡大の速度が
異なっていたことも示している。ヨーロッパでは，超国家的な労働市場が出現し
たのち，国外で働く労働者の社会権をいかに実現するかという観点から，国外に
住んでいながら出身国の社会保険（拠出制年金，労災補償）の権利や給付を享受
できるようにするための権利のエクスポータビリティの制度がまず発展した。他
方で，社会権のなかでも，どういった権利や給付を誰が享受すべきかという問題
は，争点であり続けた。とくに，雇用や労働者の自由移動とは関連性が薄い分野



12

――社会手当，ヘルスケア，第三国国民（非EU市民）9）――に関する保護の拡大
には時間がかかった（Ferrera 2005, 99-104, chap.4）。
　さらに，こういった権利の拡大が実現したのは，欧州司法裁判所における訴訟
を通じてであったという点からは，超国家的な労働市場の存在や国家の性格に加
えて，司法に訴える市民社会組織の活動もTSPの実現過程において重要であった
ことが示唆される（Guiraudon 2000, 85-87; Ferrera 2005, chap.4）。
　加えて，とくに1990年代以降のEUをみると，域内に住む市民の権利性の拡
大が，域内に入ってくる人びとを制限するための国境管理の強化とともに進めら
れてきたことにも留意する必要がある。高橋（2014）によれば，ヨーロッパで
は移民と安全保障を結びつける議論が1990年代前半にすでに始まっていたが，
2000年代以降に欧米各国でイスラーム過激派によるテロ事件や大規模な移民暴
動が発生し，とくに非正規移民を安全保障上の脅威と捉える見方が広まった。ア
ラブの春や2015年のシリア危機を経て，アフリカや中東から難民や移民が以前
よりもはるかに大規模にヨーロッパに流入するようになったことも，ヨーロッパ
諸国の危機感を高めた。この脅威に対処するため，EUは欧州国境沿岸警備機関
（FRONTEX）を南欧や中東欧諸国に展開したり，経由地となっているトルコや
北アフリカ諸国に難民や移民をとどめおくための資金援助を行ったりするなど，
外部国境の警備を強化してきている（EU 2018）。その状況は「ヨーロッパの要
塞化」としてしばしば批判の的となっている。

2-3．社会的保護とグローバルサウス
　以上のように，移民の社会的保護については主としてヨーロッパを事例に，国

9）社会保障の権利については，2003年に第三国国民に対しても，EU加盟国出身の移民と同じ権利が
与えられることになった。しかしながら，第三国国民に対してはEUの加盟国間での自由移動が認め
られていないため，事実上の権利の制限が残っている（Ferrera 2005, 143）。EUの公式ウェブサイ
トによれば，第三国国民で域内における移動と居住の自由が認められているのは，長期居住者，高い
技能をもつ労働者，研究者，学生に限られる。

 https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-
and-migration-glossary/glossary/right-free-movement_en#:~:text=Freedom%20of%20
movement%20and%20residence,skilled%20workers%2C%20researchers%20and%20students

（2024年2月6日アクセス）

https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/right-free-movement_en#:~:text=Freedom%20of%20movement%20and%20residence,skilled%20workers%2C%20researchers%20and%20students
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民国家の単位で発展した社会権や社会的保護の制度が地域という領域内に住む非
市民へと拡大していった過程が考察されてきた。ところが，本書の考察対象であ
る南部アフリカ地域を含むグローバルサウスの多くの国々では，市民を対象とす
るものですら，国家による社会的保護の政策や制度が十分であるとはいえない。
国家の政策形成能力が脆弱なグローバルサウスの国々の場合，ヨーロッパの国々
とは異なるメカニズムや要素を考える必要はないだろうか。
　ここで手掛かりを与えてくれるのが，グローバライゼーションの福祉国家への
影響について，西欧や先進国の福祉国家のみならず，新興国や途上国をも対象に
考察したMishra（2005）である。彼は，グローバル化に直面し，国家（政府）が
自律的な政策的対応をとれるかどうかは国の経済力と発展度により異なると述べ，
グローバル化による負の影響を最も如実に受けたのは国内での対抗勢力（市民社

会）が脆弱な非西欧諸国の社会政策であったと主張した。途上国ではもともと西
欧の福祉国家の制度はほぼ存在していなかったが，補助金制度や価格統制，食糧
配給などといった社会的保護の機能を果たす別の政策があった。これらの政策は，
1980年代に国際通貨基金（IMF）と世界銀行主導で進められた構造調整プログ
ラムにより縮減を余儀なくされ，その影響を最も大きく受けたのはアフリカの重
債務貧困国（Heavily Indebted Poor Countries: HIPC）であった。
　ミシュラの議論は，2つの点で本書に重要な示唆を与えてくれる。第一に，国
家の政策形成能力と国内での対抗勢力がともに脆弱な途上国は，国際機関などの
外部アクターの介入や国際人権レジームの影響を先進国よりも強く受ける可能性
があるということである。実際に，2000年代以降のグローバルサウスの各国に
おける社会的保護政策の増加に関しては，国際援助機関が現金給付という特定の
政策の導入を売り込んだ結果であることが指摘されている（Schmitt 2020; 

Devereux and Kapingidza 2020）。2000年代以降のグローバルサウスにおける
社会的保護政策の実施においては，途上国の国家や政府による主導権が十分に発
揮されているとはいえないのである。ヨーロッパにおける福祉国家の成立過程に
おいては，社会権の実現，すなわち社会保障や社会福祉の充実が国家と市民の関
係性において権利と義務を明確にし，国民統合に寄与したとされるが（Ferrera 

2005, 54），今日のグローバルサウスにおける社会的保護政策の実施においては，
国家と市民の契約関係の明確化や国民統合への寄与は見込めない可能性がある。
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　第二に，途上国においては，西欧の福祉国家の制度とは異なる，社会的保護の
機能を果たす別の方法・政策を検討する必要があることを喚起していることであ
る。先に発表されたMishra（1999, 116-120）は，各国一律の基準を導入しても
社会的権利を実現することは困難であると述べ，各国の経済力に応じた基準設定
の必要性や，「社会権」ではなく「社会的基準」の導入を主張していた。「国家が
保証する社会権」と強制力を伴わない「社会的基準」を区別して議論すべきであ
るとの主張はFaist（2009）にもみられる。ファイストは，社会権が確立されてい
ない途上国では，社会的基準を達成するために，国際機関による援助や企業によ
る自己規制などの民間企業の取り組みも重要であると述べている。実際に，多く
のアフリカ諸国において，援助機関や国際機関によりさまざまなヘルスケア・サ
ービスを提供するための取り組みが行われてきたことは周知のとおりである
（Schmitt 2020）。
　さらにアフリカにおいて，代替的な社会的保護の提供主体は，国際機関や援助
機関に限られない。Awortwi（2018）は，領域内に住む市民に対して社会的保護
政策を実施している国家が少ないアフリカにおいては，インフォーマルな組織や
市民のグループが数多く存在し，それらが実質的な社会的保護の提供者となって
いると述べている。グローバルサウスにおける移民の社会的保護やTSPを研究す
る上では，国家以外の社会的保護の提供主体や，社会権という権利とは直結しな
い実質的な社会的保護のあり様を検討する余地が大きいといえる。

移民の社会的保護をめぐる世界各国の実践3  

　本章ではここまで，移民の社会的保護をめぐる研究の展開，国家が移民に社会
権を提供する際の根拠，そして移民の社会的保護やTSPの議論を途上国に適用す
る際の留意点について検討してきた。第1節で述べたようにTSPの源は移動先の
国家による公的な社会的保護の制度に限られず，多元的であり，トランスナショ
ナルな生活空間において移民自身が行使する戦略や実践も含まれる。本節では，
移動先の国家による公的な社会的保護の制度以外で，移民の社会的保護を実現す
る行為主体や戦略にはどのようなものがあるのか，世界各国におけるTSPの具体



15

第1章　国境を越えて移動する人びとの社会的保護─序論─

的な実践例について検討する。

3-1．移動先国における役人の裁量権とローカル政府の役割
　移民に対する公的な社会的保護の制度が整っていない，あるいは移民が合法的
な滞在資格をもっていないような場合でも，福祉や医療の現場では公的な機関を
通じて移民の社会的保護が部分的に実現される場合がある。Guiraudon（2000, 

83）は，ドイツやフランスにおける外国人労働者への社会権の拡大において司
法と並び官僚機構が重要な役割を果たしているとしたが，その理由として「国籍
に関する限り，法律の文言が中立的」であるため，規則を解釈する余地が生まれ
ること，そして制度を運用する役人の側では移民に対して「特別なサービス」を
提供するよりも既存の制度を適用する方が安価であることを挙げている。ここに
かかわっているのは，制度を運用する役人の裁量権の問題である。
　オランダにおけるスーダン移民について考察したMingot and Mazzucato
（2018, 2128）は，「国家やヨーロッパの政治戦略が非正規移動の防止を目指し
ているとしても，ローカルな当局は非正規移民の存在に対応しなければならない」
と述べて，非正規移民に対応するローカル政府の重要性を喚起した。この過程に
は，同情心や哀れみから窓口で働く役人が規則の解釈に裁量権を発揮して非正規
移民を手助けするというだけではなく，移動先国の福祉機関が移民に依存しなけ
ればならない事情がかかわっていることもある。福祉機関は移民を通じて，その
チャンネルがなければ届かない人びとに社会的保護を提供する場合があるからで
ある。園部（2014）は，フランスにおける就学歴をもつ西アフリカ出身の移民
女性が識字能力の限られた同郷の移民とローカルな行政機関を繋ぐ役割を果たし
ていること，こういった移民を行政当局も「社会的・文化的仲介者」と呼んでそ
の意義を認め，支援していることを明らかにしている。さらに，中央政府の政策
が非正規移民によるヘルスケア・サービスの利用を認めていないアメリカにおい
て，マサチューセッツ州やサンフランシスコ市など州政府や自治体のレベルで，
居住実態をもつ非正規移民がヘルスケア・サービスにアクセスする際の障害を減
らしている事例があることも報告されている（Marrow and Joseph 2015）。
　このようにヨーロッパや北米では，役人の裁量権やサブナショナルな政府が移
民に社会的保護を提供する事例が多数報告されている。それに対して南部アフリ
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カでは，入国管理行政を担う南アフリカ政府内務省で働く役人が裁量権を発揮して，
むしろ憲法や政策に規定された権利を移民や難民が行使することを阻んでいる事
例が報告されている（佐藤 2020）。公的なクリニックで働く看護師が，移民や難民
へのヘルスケア・サービスの提供を拒むことすらあり，これは「医療のゼノフォ
ビア（外国人嫌悪・排斥）」だと非難されることもある（Crush and Tawodzera 

2014）。さらに，警察官や一般市民が非正規移民の取り締まりをことさら熱心に行
い，非正規移民の強制送還に貢献していたりもする（Vigneswaran 2020）。
　内務省の役人や警察官が行使する裁量権が非正規移民に対してどういった影響
を及ぼしているかを評価することは，現実には非常に難しい。腐敗した役人や警
察官が賄賂と引き換えに非正規滞在を見逃したり，非正規滞在に加担したりして
いるという点では，役人の裁量権は「社会的保護としての移民労働」という移民
の戦略を援助しているようにみえる。しかしながらその一方で，非正規移民の側
では，自分たちの弱みに付け込まれて，いつでも現金を引き出すことのできる現
金自動預け払い機（ATM）であるかのように扱われ，金銭的資源を吸い取られ
ているという意識が消えることはない（Landau and Amit 2014）。制度を運用す
る役人の裁量権は，移民の社会的保護を実現する方向に発揮されることもあれば，
それを阻止する方向に発揮されることもあるのである。

3-2．出身国政府による移民の社会的保護への取り組み
　出身国との関係において移民は，送金を通じて出身国に残る家族を支えるとと
もに，出身国の貧困削減や経済発展にも寄与する存在として，開発主体としての
役割に期待する議論がこれまで中心的であった（World Bank 2023, chap.5）。現
在もこの議論は続いているが，それに加えてみられる新たな動向が，少数ではあ
るものの，移動先国における自国出身移民の福利厚生や社会的保護の提供に関心
を寄せる出身国政府が出現してきたということである。
　移動先国における自国出身の移民労働者の福利厚生に早くから取り組んできた
のがフィリピンである。フィリピンでは，1970年代半ばに国外雇用を促進し，
国外で雇用される自国出身労働者からの送金を通じて国内の経済発展をめざす政
策が始まった。労働雇用省内にフィリピン海外雇用庁（Philippines Overseas 

Employment Administration: POEA）が設置され，POEAはフィリピン人労働者
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が国外で就労先を得るのを支援する役割を果たすことになった。さらに，国外で
働く移民労働者の福利厚生のために海外労働者福祉庁（Overseas Workers 

Welfare Administration: OWWA）が設けられた（Gray and Levitt 2022, 2729）。
多くのフィリピン人労働者が働いている国々のフィリピン領事館には福祉労務担
当官が配置され，雇用主からの暴力など酷い扱いを受けた労働者の問題に対応す
る任務にあたっている（Agunias 2009）。
　フィリピン政府が自国労働者の国外雇用の促進と国外で問題が起きた場合の労
働者の保護と福利厚生に注力しているのに対し，メキシコ政府は「移動先国での
統合が，出身国の開発へのディアスポラによる貢献能力と志向を高める

4 4 4

との前提」
に立ち（Newland 2009, ix, 強調点は原文による），1990年からメキシコ移民の北
米社会での統合を促進するための事業を展開してきた。2003年には，北米に住
む120万人のメキシコ生まれの第一世代の移民ならびに190万人の第二世代以
降の移民との絆を強化する目的で在外メキシコ人機関（Institute for Mexicans 

Abroad: IME）が設立された。IMEはアメリカとカナダにあるメキシコ領事館を
通じて身分証明書（consular cards）を発行したり，移動式医療車（モバイルクリ

ニック）を用いてヘルスケア・サービスを提供したりするなど，北米で非正規の
立場で暮らすメキシコ移民にとって重要な社会的保護の提供源となっている
（Gray and Levitt 2022, 2727; Agunias 2009）。
　フィリピンとメキシコ以外にも，とくに2000年代以降，多くの途上国政府が
国外にいる自国出身労働者や国外に居住するディアスポラとの絆を維持し，自国
の開発につなげるための活動を強化してきたとされる（Agunias 2009, 17-20）。
南部アフリカではジンバブウェが移民労働者の主たる移動先である南アフリカや
ボツワナと覚書（MOU）を交わして，移民労働者に関する二国間会合を開いて
いるほか，2016年にはディアスポラとのかかわりを強めるための国家政策を制
定し，WhatsAppグループを開設してディアスポラへの情報提供を開始した
（IOM 2022a, 14-15, 19）。マラウイは中東諸国と移民労働者に関する覚書を交
わしているが，主たる移動先である南部アフリカの国々との間では協定や覚書は
存在しない。ディアスポラに関しては2017年にマラウイ・ディアスポラ関与政
策を制定し，領事館を通じての関係構築を試みている。2018年には1966年市
民権法（Malawi Citizenship Act, 1966）を改正し，二重国籍が認められること
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になった（IOM 2022b, 14, 17; Malawi Government 2017）。さらに，新型コロ
ナウイルス感染症の世界的な蔓延により，2020年3月末に南アフリカ政府が国
境閉鎖とロックダウンを導入した後には，南アフリカで職を失ったために帰国を
望むようになったマラウイ移民を対象に，マラウイ政府が大型バスでの帰国支援
事業を同年5月から翌年5月までの1年間にわたり実施した（佐藤2022）。
　出身国政府は，自国出身の移民労働者への社会的保護の提供者として潜在的に
重要な役割を果たし得る存在であり，コロナ禍という未曽有の危機には，おそら
くマラウイ以外にも途上国政府のなかで自国出身の移民労働者に対してさまざま
な形の社会的保護を提供したところがあっただろう。しかしながら，移民やディ
アスポラが常に出身国政府に保護を求めるとか，関係性の構築を望んでいるとは
限らない。キューバやベトナム，イランなど，とくに難民を起源とするディアス
ポラの場合，出身国政府に対する信頼をほとんどもたないため，関係性を築くの
は難しいといわれる。経済移民から生じたディアスポラの場合は，出身国政府に
おける腐敗の蔓延やガバナンスの問題に対する認識が広がっているために信頼関
係を築けないことがあるという（Agunias 2009, 17-20）。途上国政府はディアス
ポラを開発や投資を呼び込むための資源としてみなしているが，移民やディアス
ポラの側では自分たちにメリットがない限り，出身国政府との関係性を強化する
インセンティブなど存在しないということなのだろう。

3-3．移民による戦略と実践
　第1節で述べたように，移民の社会的保護に関する研究者は，国境を越えた移
民労働自体が貧困を克服し，社会的保護を得るための移民の戦略である，との見
方を打ち出している（Avato, Koettl and Sabates-Wheeler 2010, 464）。また，
TSPは「公式なものと非公式なものとの集合／組み合わせ（アッセンブラージ）」
（Bilecen and Barglowski 2015）からなっており，移民個人が移動先国と出身国
の両方で築くネットワークが社会的保護を実現するための重要な資源となってい
る。トランスナショナルな生活空間に生きる移民が自分自身と出身世帯の社会的
保護を実現するための戦略・実践としては，（1）送金，（2）移民のネットワーク
と相互扶助組織，（3）グローバル・ケア・チェーンを含む移民と出身世帯の間に
存在する相互依存関係の3つの側面が注目されている。
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　第一の送金は，移民が出身地に残る家族や親族の生計を支え，家族や親族が出
身国でヘルスケア・サービスを利用したり，子どもたちが学校に通ったりするこ
とを可能にしていることから，移民が出身世帯の社会的保護を実現するために行
使する実践であるといえる。世界銀行は，移民からの送金による貧困削減効果と
して，世帯収入の増加，消費と食料安全保障の向上，教育や医療費支出の増加に
加えて，台風や干ばつといった自然災害などにより引き起こされる一時的な外的
ショックを緩和する効果もあると述べている（World Bank 2023, 129-131）。移
民から出身世帯へ提供される社会的保護については金銭や物質面での支援が強調
されてきたが，人類学者を中心に，移民が移動先国で得る知識や情報が出身世帯
や出身社会に伝えられることを社会的送金として重視する見方もある（Brettell 

2015, 166-167）。
　第二の移民のネットワークとは，移民，元移民，将来的な移民の間で形成され
る個人的なつながりを指し，それにより国境を越えて移動する際のリスクを減ら
し，移動先国で住居や就労機会を見つけるためのコストを減らすとともに，国際
移動によるベネフィットを増やす方向に機能するものとされる（De Haas, 

Castles and Miller 2020, 65; Bankston Ⅲ 2014, 3; 樋口 2015）。また，移動先国
において，おもに親族や同じ村や地域の出身者などにより結成される相互扶助組
織は，制度化されたネットワークとして理解することもできる（三島 2002; 

2011; 石井 2020; 須永 2020）。これらの組織は，事故や重大な疾病，不慮の死な
どの非常事態に直面した際の医療費や葬儀代の支払いなどの社会的なリスクに関
連した目的をもって結成される場合が多く，移民同士の間での社会的保護を実現
するための集団的な自助の取り組みといえよう。
　移民のネットワークは，関係者の間で正の効果をもち得る社会資本のひとつと
して論じられることが多いが（Brettell 2015, 159-161），資源やよい情報に乏し
い貧しい人びとのみにより構成されるネットワークは，最終的には社会的上昇を
阻害する要因となることも指摘されている（FitzGerald 2015, 121; Menjívar 

2000）。たとえば，移動先国における非正規移民が中心のネットワークでは，ネ
ットワークを通じて就労先を得ることができるかもしれないが，その就労先は低
賃金で重労働などの搾取的な職場に限定されてしまう可能性がある。ネットワー
クと貧困との闘いに関するサーベイ論文は，貧困層のもつネットワークが富裕層
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のそれと比べて小さく，事実上の経済的な貢献は限られていることや，ネットワ
ークには信頼と裏切りが共存しており，日和見主義的な関係性や破壊的な関係性
へとネットワークの性格が悪化してしまう場合もあることを明らかにしている
（Lubbers, Small and García 2020）。
　最後に，帰属意識や精神面でのサポートなど，移民の出身世帯や出身社会が移
民に対して提供する社会的保護の内容は子どもや高齢者のケアに限られないが
（Bilecen 2020），最も議論されてきたのはグローバル・ケア・チェーンである。
それは，主としてヨーロッパや東アジアの移動先国における少子高齢化を背景に，
国境を越えて移動する女性移民労働者の増加，すなわち移民労働の女性化に伴っ
て発生している事象であり，国家間と世代間で子どもや高齢者に対するケアの提
供が連鎖していく状態を指している（Hochschild 2000）。グローバルサウスの諸
国出身の移民女性が移動先国で家事労働者や介護労働者となり，移動先国の家庭
の子どもや高齢者のケアを担う一方で，移民女性自身の子どもや高齢の親のケア
はグローバルサウスの出身国に残された家族が担うようになる。それはたとえば，
移民女性の親が孫の面倒をみる，移民女性の親の面倒を姪やいとこがみるように
なるといった形態をとる（久場 2007; 伊藤・足立 2008; 佐藤 2010; Dankyi, 

Mazzucato and Manuh 2017）。移民女性は親族への送金を通じて経済的な支援
を提供し続けるのだが，それと同時に移民の出身世帯も親族のケアという形で移
民女性の子どもや親に社会的保護を提供していることになる。つまりこの議論で
は，社会的保護の提供のベクトルが，移民→出身世帯の一方向（送金の議論）で
はなく，双方向的である点に特徴がある。移民と出身世帯の間に存在する相互依
存関係は，「社会的保護としての移民労働」という戦略が，移民労働者自身の主
体性のみならず，出身世帯や出身社会からのサポートを基盤に成立するものであ
ることを示している。

南部アフリカにおける移民の社会的保護のための分析視角4

　本章では，国境を越えて移動する人びとの社会的保護という課題について，主
としてヨーロッパと北米の事例を中心とする既存研究においてどのような議論が
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行われてきたのかを検討してきた。さらに，グローバルサウス内部での国際移動
と社会的保護という本書が対象とする南部アフリカ地域の事例に関して，どのよ
うな視点が追加されるべきかについても考察した。以上をふまえて，本書におい
て南部アフリカにおける移民の社会的保護を分析する視点は，次の3点にまとめ
られる。
　第一に，移民の社会的保護やTSPの研究においては，移動先国における移民の
法的地位の違いにより，どういった制度や資源へのアクセスが可能であるかが異
なるという点が重視されており，ヨーロッパの事例では，居住権や市民権を得る
ことが社会的保護の権利を得ることと深く結びついていた。それゆえ，グローバ
ルサウスの事例を検討する際にも，移動先国の社会保障や社会福祉の政策や制度
のみならず，移民政策を考察する必要がある。移動先国における公的な社会的保
護の制度へのアクセスの有無は，それ自体が重要なだけではなく，移民自身がと
り得る非公式の社会的保護の戦略の内容に影響を与えるという観点からも重視さ
れている。
　第二に，TSPには公式・非公式両方の制度・資源・戦略が含まれており，国家
の政策形成能力が脆弱で，国民に対する社会的保護の政策や制度が整備されてい
ないグローバルサウスの国々の場合，非公式な制度・資源・戦略に対してとくに
注意を払う必要がある。とりわけ，国境を越えて移動することそれ自体が社会的
保護を得るための移民による実践，すなわち「社会的保護としての移民労働」で
あるという見方に従えば，国境を越えた移民労働を可能にするメカニズムを解明
する必要がある。また，国際機関や援助機関，民間企業，市民社会組織など，国
家以外のアクターが果たす役割や，提供する社会的保護の内容にも目を向ける必
要がある。
　第三に，国家が領域内に住む非市民や領域外に住む市民に対して社会的権利や
給付を提供する根拠として，国際人権レジームと超国家的な労働市場の存在とい
う2つの議論が展開されてきた。前者は普遍的人権に基づく権利，後者は経済的
なメンバーシップに基づく権利を主張している。ヨーロッパの事例では，後者の
議論がより説得力をもつように思われたが，外部アクターによる国内政策への影
響力がグローバルノースの先進国よりも大きいと考えられるグローバルサウスの
国々にも同様の議論が適用可能かどうかは検討が必要である。上で述べたとおり，
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南部アフリカには複数の地域機構が存在し，なかでもSADCは地域内での人の自
由移動や移民労働者の社会保障に関する条約文書を締結している。現状これら条
約文書の実効力は乏しいが，他方で，SADCという地域機構のもととなる地域に
超国家的な労働市場が実態として存在するかどうかについては，地域機構の取り
組みとは別個の問題として検討する必要がある。
　また，移民に社会的保護を提供する根拠として，国際人権レジームと超国家的
な労働市場の存在という2つの要素は，Paul（2017）がいうほど二項対立的なも
のではない可能性があることもここで付言しておきたい。ヨーロッパの事例にお
いても，移民への社会権拡大の背景には，超国家的な労働市場の存在という事実
そのものにとどまらず，訴訟という市民社会組織による積極的な権利獲得闘争が
存在した。それゆえ，移民の社会的保護の実現には，国際人権レジームと超国家
的な労働市場の両方が揃った上で，かつ移動先国においてリベラルな規範を尊重
する国家と人権規範の実現を推進する市民社会組織の活動が必要である，とまと
めることができよう。移民の社会的保護を実現するための制度的な条件は，実に
多岐にわたるのである。

本書の構成5  

　本書は，南部アフリカというアフリカ大陸の一地域内における移民の社会的保
護に焦点を当てている。それと同時に，序論にあたる本章での考察は，移民の社
会的保護という課題が極めてグローバルな共通性をもっていることを示す意図も
あった。第2章以降，本書の考察は南部アフリカ地域における国境を越えた人の
移動の特徴を示すとともに，この地域における移民の社会的保護の制度と実態に
関する分析に移る。
　第2章では，南部アフリカにおける国境を越えた人の移動という観点から南ア
フリカの近現代史を整理することを通じて，第3章以降の考察のための歴史的背
景を提供する。南部アフリカでは，国境を越えた移民労働の2つの歴史的潮流が
存在し，それを通じて一国の枠組みを超えた地域的な労働市場が形成されてきた。
第一の潮流が，19世紀後半に南アフリカで鉱物資源が発見されたことを契機に
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開始された，南部アフリカの植民地諸国から南アフリカの鉱山への移民労働であ
る。これは受け入れ国の鉱山会社と送り出し国政府との間で締結された協定を通
じて行われる，還流型の出稼ぎ労働制度であった。近隣諸国からの外国人労働者
は，1970年代半ばまで南アフリカの金鉱山における黒人労働力の多数派を占め
ていた。だが，1970年代半ば以降，南アフリカ国内外の政治経済情勢の変化を
受けて，鉱山会社は国内の労働者の斡旋に注力するようになり，外国人労働者が
占める割合は徐々に減っていった。第二の潮流が，鉱山への組織的な斡旋とは別
に，個人の意思で国境を越えて行われてきた移民労働であり，本書ではそのよう
な移民をしばしば独立移民と呼ぶ。今日ではおおむね非正規移動（irregular 

migration），非正規移民として理解されるようになったこの移民労働は，アパル
トヘイト体制の下で入国管理が強化された1960年代から1980年代半ばまでの
一時期を除き，南部アフリカにおいて常に活発に行われていた。第2章では，こ
れら2つの潮流が歴史的に相互に深く結びついて発展してきたこと，協定に基づ
く鉱山への合法的な移民労働システムの外部には常におおむね非正規な形態での
移民労働が存在していたことが示される。
　第3章では，民主化後の南アフリカ政府の移民政策と社会的保護政策の考察を
通じて，公的な社会的保護の制度がどのような移民に対してどれだけ開かれてい
るのか，また，移民によるこれらの制度へのアクセスを拡大ないしは縮小する政
治環境とその要因が明らかにされる。南アフリカは南部アフリカの移民大国であ
ると同時に，グローバルサウスのなかでは例外的に公的な社会的保護の制度が整
っている国のひとつである。民主化直後の移民政策には，それ以前に流入した南
部アフリカ諸国からの非正規移民に恩赦（アムネスティ）を通じて永住権を与え，
国際的な難民条約に加盟して難民法を制定するなど，リベラルな方向性が存在し
た。他方で，同国の社会的保護政策は，もともと白人のための制度であったもの
を黒人にも拡大することで，民主化前後から普遍性と進歩性を実現してきた。さ
らに，「すべての人」に基本的人権を保障する憲法を拠り所とする市民社会組織
の訴訟を通じて，永住者や難民に社会手当の受給権が拡大され，庇護申請者に就
労の権利が認められるなど，一部の移民に対する権利の拡大もみられた。だがそ
の一方で，民主化後の非正規移民に対しては強制送還が実施されるなど，当初か
ら移民政策には排他的な側面も存在し，近年，その傾向は強化されつつある。第
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3章では，国内の失業率が悪化し，ゼノフォビアの暴力が顕在化するなかで，公
的な社会的保護制度を利用できる移民の流入自体が，移民政策の転換により難し
くなる可能性があること，また，非正規移民については，すべての人の基本的人
権を謳う憲法をもってしても公的な制度の対象外におかれ続けていることが示さ
れる。
　第4章では，南アフリカの鉱山での就労経験をもつモザンビーク人労働者の健
康被害に対する給付金制度を事例に，南部アフリカにおける移民鉱山労働者の社
会的保護を実現するための課題が考察される。南アフリカ人の元鉱山労働者によ
る訴訟をきっかけに，2020年初頭，南アフリカの主要鉱山会社は珪肺症や肺結
核を発症した（元）鉱山労働者を救済するためのツィアミソ信託基金（Tshiamiso 

Trust）を設立した。第4章は鉱山業のグローバル企業が労働者の福利厚生に取
り組むようになった背景として，1970年代以降，企業の社会的責任やビジネス
と人権をめぐる規範が国際社会で重視されるようになったことを指摘する。その
上で，モザンビーク南部で実施したフィールドワークの際に観察された，鉱山労
働者の代表組織と元鉱山労働者ないしその遺族とのやり取りを克明に再現するこ
とを通じて，モザンビーク人労働者が，就労先の南アフリカで設立された職業性
疾患に対する給付金を帰国後に申請する際にどのような障害に直面するのかが具
体的に示される。モザンビーク人労働者は，鉱山会社とモザンビーク政府の間で
結ばれた協定を通じて送り出された合法的な移民労働者であり，鉱山から退職す
る際に，加入していた従業員退職準備金制度（provident fund，退職基金）から
の退職金（年金）を受け取ることはできている。他方で，帰国後に発症する職業
性疾患に対する給付金の申請をめぐっては，自分たちを送り出したモザンビーク
政府からの支援は存在せず，リソースの限られた鉱山労働者団体が情報提供など
の限定的な支援を行っているのみである。第4章では，グローバル企業の取り組
みが移民の出身国で実際に効力を発揮するためにはどのような課題があるのかが
示される。
　第5章では，鉱山会社とマラウイ政府の間で結ばれた協定により20世紀後半
に南アフリカの金鉱山へと送り出されたマラウイ人の元鉱山労働者，そして民主
化前後の時期から南アフリカへ個人で移動したマラウイ人の独立移民（非正規移

民），これら2つのカテゴリーの移民労働者それぞれに関して，社会的保護をめ
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ぐりどのような制度と実践があるのかが考察される。モザンビークとは異なり，
マラウイからの鉱山労働者の送り出しは1980年代末に終了した。だが，マラウ
イ人の元鉱山労働者のなかには，かつて南アフリカの鉱山で加入していた従業員
退職準備金制度からの退職金（年金）の受給権をもつものが存在し，社会保障費
の不受給問題は1994年のマラウイの民主化当時から政治的争点のひとつとなっ
ていた。第5章では，2010年代に入り，南部アフリカ地域全体において鉱山労
働者の社会保障の権利や健康被害に対する救済の取り組みが進展したことが，マ
ラウイ国内における元鉱山労働者の間でどのような反響をもたらしているのかが
明らかにされる。さらに，今日，主流となっている独立移民については，「社会
的保護としての移民労働」を実現するために，マラウイと南アフリカの双方で展
開されてきた非公式の実践の内容が検討される。公的な社会的保護の制度へのア
クセスが限られているなかで，独立移民は住居や雇用を確保し，大病や死に備え
るために親族を中心とするネットワークを発展させ，雇用主をそのなかに加える
ことで，ネットワークの質の改善を図ろうとしてきた。だが，当然ながら，すべ
ての移民が移民として「成功」するわけではなく，非公式な実践により提供され
る社会的保護には限界があることも示される。
　終章では，本書全体の議論を振り返り，結論をまとめる。
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